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　254－0356　　256－7755秋の火災予防運動週間
11月９日～15日　

住宅用火災警報器の適切な維持管理を

異常がある場合は正常な場合は

　住宅用火災警報器は、津市火災予防条例で設置が義務付けられています。
設置後は、適切に維持管理することが大切です。定期的に動作確認し、異常
があれば交換しましょう。ホームセンターや電気店などで購入できます。

　住宅用火災警報器を設置していたこと
で、火災の発生に早く気付き、命が助かっ
た事例や、初期消火に成功したという事例
がたくさん報告されています。

 11月９日(土)～15日(金)の１週間、全国一斉に秋の火災予防運動が
行われます。冬は空気が乾燥し火災が発生しやすくなる季節です。
火災から尊い命と貴重な財産を守るため、一人一人が火災予防の意
識を高めましょう。
　期間中は、自治会や事業所、学校等で、防火に関する講話や消火
器の取り扱いなどの訓練が行われます。火災を出さない地域づくり
のため、ぜひ積極的にご参加ください。

ボタンを押す、またはひもを引いて確認

2019年度 全国統一防火標語
ひとつずつ  いいね！で確認  火の用心

定期的に動作確認しましょう！

防火イベントの様子

　正常を知らせるメッセージまた
は火災警報音が鳴ります。　
※警報音はメーカーや製品により
異なります。

　反応がありません。電池がきち
んとセットされているかご確認く
ださい。それでも鳴らない場合
は、電池切れか機器本体の故障で
す。取扱説明書をご覧ください。
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隣人が警報音を
聞いて早期通報

隣部屋の警報音に
気付き迅速に消火

　聴覚や言語に
障がいのある人
が携帯電話やス
マートフォンなど
のインターネットを利用して、簡
単な操作で素早く119番通報
ができます。利用には事前登録
が必要です。
申し込み　市内の消防署(所)
または障がい福祉課、各総合
支所市民福祉課(福祉課)へ                                  


